
議案第２８号 

 

大田原市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

大田原市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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大田原市長 相 馬 憲 一 



大田原市介護保険条例の一部を改正する条例 

大田原市介護保険条例（平成１２年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

目次中「大田原市が行う介護保険」を「総則」に改める。 

第１章の章名を次のように改める。 

   第１章 総則 

 第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「大田原市」を「本市」に改める。 

第３条第２項を次のように改める。 

２ 第１号被保険者に係る前項各号の保険料額は、第１１条に規定する申告のほか、法第

２０２条第１項又は第２０３条の規定による必要な調査に基づき決定する。ただし、そ

の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民

税が課されていない者に該当するか否か明らかでない場合にあっては、その明らかでな

い間の保険料額は、前項第１号の額を適用する。 

第３条第３項及び第４項を削る。 

第４条第３項中「、又は」を「又は」に、「すべて」を「全て」に改める。 

第５条第１項中「、当該」を「、第１号」に、「月割り」を「月割」に改め、同条第２

項中「当該」の次に「第１号」を加え、「月割り」を「月割」に改め、同条第３項中「同

号ロ」を「ロ」に、「月割り」を「月割」に改め、「算定した当該」の次に「第１号」を

加え、「算定した額」を「算定した保険料の額」に改める。 

附則に次の２条を加える。 

（令第３９条第５項から第７項までの規定による令和４年度及び令和５年度における保

険料率の特例） 

第１６条 第３条第１項第１号から第３号までに掲げる者の令和４年度及び令和５年度に

おける保険料率は、同項第１号から第３号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる

者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 第３条第１項第１号に掲げる者 ２１，６００円 

⑵ 第３条第１項第２号に掲げる者 ３６，０００円 

⑶ 第３条第１項第３号に掲げる者 ５０，４００円 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１７条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定についての第

３条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア及び

第１２号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措

置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する

給与所得及び同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については 

、同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規



定によって計算した金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が０円を下回

る場合には、０円とする。）によるものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場合にお

いて、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。この場合に

おいて、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替えるものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。ただし、附則第

１７条の改正規定は、令和３年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大田原市介護保険条例（以下「新条例」という。）の介護保

険料に関する規定（附則第１７条の規定を除く。）は、令和４年度以後の年度分の介護

保険料について適用し、令和３年度分までの介護保険料については、なお従前の例によ

る。ただし、新条例のうち附則第１７条の規定は、令和３年度以後の年度分の介護保険

料について適用し、令和２年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。 


